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はじめに 

本市では、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっており、少子高齢化や人口減少の進

展により公共施設等の利用需要が変化してくることを踏まえ、公共施設等の全体を把握し、長

期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化を計画的に行い、公共施設等の最適な配置を実

現することが必要となっています。 

このような情勢の下、平成 24 年度に本市が所有する公共施設（建物）の効率的かつ効果的な

配置、運営等について中長期的視点に立った方向性を定めるため「登米市公共施設適正配置計

画策定委員会」を設置しました。平成 25 年度に、本市の公共施設（建物）の利用状況や管理運

営経費などを取りまとめ、今後の公共施設の在り方を検討する際の基礎資料とするため「登米

市公共施設白書」を作成・公表するとともに、平成 26 年度には「登米市公共施設適正配置計画

（案）」を策定しました。 

また、国においても平成 25 年度に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、平成 26 年４月

には、公共施設等を総合的かつ計画的に管理するためのインフラを含むすべての公共施設を対

象に「公共施設等総合管理計画」を速やかに策定するよう全国の地方公共団体に要請しました。 

このことから、「登米市公共施設適正配置計画（案）」を引き継ぎ、本市が所有する全ての公

共施設等の長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの削減と予算の平準化を図り、公

共施設の最適な配置とインフラ施設を含めた安全・安心な施設、設備の管理を行うための施設

整備指針として「登米市公共施設等総合管理計画」を策定いたしました。 

本計画は、公共施設等の単なる整理・合理化計画ではなく、本市のコンパクトシティ・プラ

ス・ネットワークの形成を促進し、市民一人一人の生活をしっかりと支え、将来にわたり住み

続けたい、住んでみたいまち「登米市」の未来を創る公共施設等の再生・創生を目指す基本計

画と位置付け、公共施設等の最適な配置・管理に努めてまいります。 

本計画は、平成 28 年 12 月の策定から５年が経過し、令和３年１月には個別計画を策定した

こと、さらに令和３年１月 26 日付けで総務省から各自治体に対し、令和３年度中の見直し要請

があったことから、改訂したものであります。 
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登米市の概要 
 

登米市は宮城県の北東部に位置し、東は気仙沼市及び本吉郡、西に栗原市及び大崎市、南 

は石巻市及び遠田郡、北は岩手県に接しており、市域面積は536.12㎢で、県全体の7.36％を

占めています。 

西部には丘陵地帯、北上川左岸の東部は山間地帯となり、その間を広大平坦で肥よくな登 

米耕土が広がり、県内有数の穀倉地帯となっており、環境保全米発祥の地として宮城米「ひ 

とめぼれ」などの主産地となっています。また、全国でも有数の肉用牛生産地として有名な 

地域です。 

河川は、地域を３等分するように北上川、迫川が南北に貫流し、西部には水鳥の生息地と

して国際的に重要なラムサール条約指定登録湿地の「伊豆沼・内沼」をはじめ、「長沼」が 

位置し、南部には「平筒沼」を有するなど水辺空間が広がり、豊かな自然に恵まれた田園都 

市らしさを醸し出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■面積 

５３６．１２㎢（県内 ５位）   

資料：令和３年７月国土地理院公表「全国都道府県市町村別面積」 

 

■人口 

７６，９１２人（Ｒ３.３月末現在） 

資料：住民基本台帳 

 

■世帯数 

２７，２７１世帯（Ｒ３.３月末現在） 

資料：住民基本台帳 

登米市の概要 
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第１章 策定の背景と目的 

 

１ 背景と目的 

本市は、平成 17 年４月に九つの町が合併しており、各町が整備した多くの公共施設等を引

き継いでいます。 

これらの施設は、合併前の各町において、拡大する行政需要や健康、福祉、文化、スポー

ツの振興等を目的とした特色あるまちづくり、市民ニーズに応じたサービスを提供するため

整備された施設であり、設置目的やサービス内容が類似する施設が多く存在しています。 

また、これらの施設は、人口の増加や市民ニーズなどに応じて「教育施設」「市営住宅」な

どの『公共建築物』、「道路」「上下水道」などの『インフラ施設』が各町において整備された

ものであり、人口が増加する中で新しい施設をどのように整備していくかに重点が置かれ整

備されてきた経緯があります。 

しかし、それらの施設の多くは、昭和 40 年代後半から平成初期を中心に建設された施設で

あり、今後多くの施設が更新時期を迎えることから、多額の修繕費や建替・更新費用に対す

る財源の確保が必要となります。 

一方で厳しい財政状況が続く中、少子高齢化の進展と人口減少に対応していくためには、

既存施設をできる限り有効に活用し、時代とともに変化する市民ニーズに適切に対応してい

く必要があります。 

このような状況を踏まえ、これからの公共施設等の在り方を総合的に考える公共施設マネ

ジメントに取り組み、効率的かつ効果的な公共施設等の最適な配置と管理を目指し、将来に

わたり持続可能な住みよいまちづくりを実現するため「登米市公共施設等総合管理計画」を

策定します。 

 

 

 

 

 

  

第１章 策定の背景と目的 
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２ 位置付け 

本計画は、本市の最上位計画である「登米市総合計画」を基本に、「インフラ長寿命計画(国)」

「登米市行財政改革大綱」を踏まえて策定し、本計画を公共施設等の管理に関する基本計画に位

置付け、行動計画として個別計画を策定します。各施設の個別計画間での整合性を図りながら各

施策や事業目的に沿った公共施設等の更新・統廃合・長寿命化を計画的に行い、総合的な公共施

設等のマネジメントを推進します。（図 1-1） 

 

図 1—1 計画の位置付け 

         （国）               （市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象範囲 

本市の所有する財産のうち、全ての公共施設※を対象とします。（図 1-2） 

図 1-2 計画の対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■各施設の個別計画（行動計画） 

・都市計画マスタープラン 

・道路整備計画 
・橋梁長寿命化修繕計画  ほか 

公有財産 行政財産 

普通財産 

公用財産 

公共用財産 

公用建築物 

庁舎・消防署など 

公共用建築物 

学校・公民館など 

インフラ資産 

道路・上下水道など 

物 品 

基 金 

債 権 

対

象

施

設 

第１章 策定の背景と目的 

財 産 

第二次登米市総合計画 インフラ長寿命化計画 

建築物 インフラ施設 

■各施設の個別計画（行動計画）R3.1 月策定 

・公営住宅等長寿命化計画 
・住宅マスタープラン 
・学校再編整備 ほか 

登米市公共施設等総合管理計画 
（基本計画） 

第３次登米市 

行財政改革大綱 引継

登
米
市
公
共
施
設
適
正
配
置
計
画(

案) 

※全ての公共施設とは、建築物のほか、道路や橋りょう等の土木構造物、

公営企業の施設（上水道、病院等）、プラント施設（廃棄物処理場、汚

水処理施設等）を含みます。 
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第２章 本市の現状 

 

１ 人口推移 

本市の総人口は、昭和 60年をピークに減少し続けており、合併して登米市となった平成 17年

の国勢調査では 89,316 人、令和２年の国勢調査では 76,037 人と 15 年間で 14.8％減少していま

す。 

国立社会保障・人口問題研究所が公表している地域別将来人口推計によると、令和２年以降も

人口減少が更に進み、令和 22年には６万人を割り込むと予測されています。（図 2-1） 

また、年齢区分別の人口構成を見ますと、年少人口０歳～14歳、生産年齢人口 15 歳～64歳が

ともに減少しているのに対し、高齢人口 65 歳以上人口は令和７年まで増加傾向にあり、少子高齢

化が一層進むことが推測されます。（図 2-2） 

                                            

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30 年３月推計）」   

注１ H7～R2 年は国勢調査による数値、R7～R27 年は推計値を記載しています。 

注２ 年齢区分別人口において、H17 には３人、H22 には 108 人の年齢不詳者がいるため各

年の総人口の公表数値と一致しません。  

第２章 本市の現状 

96,832 93,769 89,316 83,969 
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60,000

80,000
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H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

図2-1 人口の推移と将来人口の推計

推計値

17,030 14,023 11,797 10,530 9,733 8,332 7,845 7,063 6,202 5,422 4,738 

58,762 
56,098 

52,937 49,569 46,815 
40,399 36,977 33,545 31,022 27,762 23,986 

21,040 
23,648 

24,579 
23,762 25,411 

27,306 
27,394 

26,792 
25,371 

24,256 
23,323 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H7 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27

図2-2 年齢区分別人口の推移

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢人口（65歳以上）

推計値

（人） 

（人） 
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２ 財政状況 

（１）歳入 

平成 25 年度以降の普通会計における歳入の推移を見ると、地方交付税は、東日本大震災の復

旧・復興事業の完了とともに減少に転じ、さらに、地方交付税のうち普通交付税では、平成 27

年度で合併算定替えによる特例加算が終了したことなどに伴い、平成 27 年度と令和２年度の

比較では約 26億円減少している状況にあります。 

また、各年度の歳入総額のうち、市税や基金からの繰入金、使用料及び手数料などの市が独

自に収入することができる自主財源の比率は 27％前後で推移し、地方交付税や国・県支出金な

どの依存財源が 73％前後を占めていることから、国の動向に左右される歳入構造となっていま

す。（図 2-3） 

 

資料：地方財政状況調査 
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0
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400

500
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（億円）
図2-3 歳入の推移

（万円） 

項目 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

■市税 745,205 750,421 740,137 762,658 777,752 785,016 773,117 775,441

■その他一般財源 175,369 176,995 245,764 227,057 240,899 247,952 247,920 271,798

■その他 552,422 767,588 603,476 679,829 472,362 541,741 583,225 556,400

■地方交付税 2,139,110 1,937,408 1,941,652 1,900,218 1,776,107 2,090,688 1,881,705 1,653,045

　うち、普通交付税 1,843,132 1,787,266 1,778,039 1,722,504 1,624,380 1,544,622 1,516,691 1,514,079

■国庫支出金 652,144 501,344 454,328 486,552 499,336 655,541 547,260 1,458,930

■県支出金 340,779 347,032 333,114 364,015 293,759 291,668 303,092 342,704

■市債 352,870 326,010 554,360 488,790 461,180 567,710 529,210 392,020

　計 4,957,898 4,806,797 4,872,830 4,909,119 4,521,395 5,180,316 4,865,529 5,450,338
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（２）歳出 

平成 25 年度以降の普通会計における歳出の推移を性質別に見ると、令和２年度までに人件

費で５億 8,463 万円、公債費で 10億 4,492 万円の減となる一方、扶助費※1で 17億 4,160 万円

の増となっています。 

物件費では、近年整備した施設等経費などの増加、扶助費では、少子高齢化などの影響によ

る増加から、高水準で推移しており、維持補修費についても施設の老朽化の進行に伴い増加傾

向にあります。 

また、投資的経費※2では、認定こども園整備事業や新クリーンセンター整備事業などの大規

模事業の実施により、平成 30 年度で合併以来最高額となる 122 億 3,332 万円に達し、令和元

年度は 78億 7,133 万円と高い水準でしたが、以降は減少傾向となっています。（図 2-4） 

※1扶助費とは 

社会保障制度の一環として、生活保護法や児童福祉法又は老人福祉法など国の法律に基づいて実施する

給付や、地方自治体が住民福祉の増進を図るため、独自の施策において各種扶助に係る経費です。 

※2投資的経費とは 

道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業

費災害復旧事業費等から構成されます。 

 

注）令和２年度「補助費等」には、新型コロナウイルス感染症対策関連経費が含まれている。 

資料：地方財政状況調査 

第２章 本市の現状 

         0

       100

       200

       300

       400

       500

       600

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

（億円） 図2-4 歳出の推移

（万円）
項目 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

■人件費 827,283 791,223 799,062 772,654 776,755 759,533 754,387 768,820

■扶助費 574,278 597,828 647,987 695,621 722,496 720,617 745,015 748,438

■公債費 557,130 578,714 475,436 473,884 445,815 435,497 433,342 452,638

■物件費 752,625 740,481 729,043 730,211 722,425 699,097 756,346 754,686

■補助費等 371,095 349,329 427,825 455,289 411,626 469,386 462,826 1,488,030

■維持補修費 47,590 72,241 74,502 60,385 53,067 52,948 56,968 61,295

■投資的経費 725,881 605,174 594,866 710,489 532,372 1,223,332 787,133 505,287

■その他経費 857,302 772,686 973,497 846,013 713,896 686,792 636,627 567,343

　計 4,713,184 4,507,676 4,722,218 4,744,546 4,378,452 5,047,202 4,632,644 5,346,537
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資料：地方財政状況調査等 

 

◆経常収支比率とは、地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に

収入される一般財源（経常一般財源）のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常

的に支出される経費（経常的経費）に充当されたものが占める割合です。この比率が高いほ

ど財政が硬直化しているといえます。 

 

◆実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模※に対する比率

の過去 3 年間の平均値で、借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化

したものです。この比率が低いほど財政状況が健全であるといえます。 

 

◆将来負担比率とは、地方公社や損失補填を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地

方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模※に対する比率のこ

とであり、地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある

負担等の現時点での残高を指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標で

す。この比率が低いほど財政状況が健全であるといえます。 

 

※標準財政規模とは:地方公共団体の標準的な状態で、通常収入される経常的一般財源の規模を示します。 

第２章 本市の現状 
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３ 財政状況に関する見通し 

歳入面では、コロナ禍における地域社会情勢の変化による影響や、生産年齢人口の減少に伴う

市税などの減少が見込まれます。 

また、普通会計の歳入のおよそ４割を占めている地方交付税のうち普通交付税については、令

和２年国勢調査人口の減少による影響を段階的に受けることなどから、歳入の増加は期待できな

い見通しにあります。 

一方、歳出面では、徹底した行財政改革による削減を見込むものの、少子高齢化の影響による

扶助費や、将来の公債費負担が高水準で推移することが見込まれます。 

さらに、公共施設等の老朽化の進行による維持補修費の増加や、施設の改修・更新に係る投資

的経費の増加も今後見込まれることから、本市の財政状況は、今後より一層厳しいものとなって

いくと考えられます。 

また、令和２年度決算では、新型コロナウイルス感染症対策関連経費の影響から、合併以来最

大の規模となっています。 

図 2-6 財政見通し                                                

                  資料：R2 は決算額、R3以降は登米市長期財政計画より 

第２章 本市の現状 
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主な施設

1 集会施設 公民館、ふれあいセンター、集会施設

2 文化施設 祝祭劇場、伝統芸能伝承館

3 博物館等
歴史博物館、教育資料館、水沢県庁記念館、
警察資料館、ｻﾝｸﾁｭｱﾘｰｾﾝﾀｰ、生涯学習セン
ター等

4 図書館 図書館

5 ｽﾎﾟｰﾂ施設 市民プール、体育館、武道館、運動場

4 産業施設 7 産業施設 農産物加工施設、有機ｾﾝﾀｰ等

8 学校 小学校、中学校

9 その他教育施設 学寮、学校給食ｾﾝﾀｰ、けやき教室

10 幼稚園・保育所 幼稚園、保育所

11 幼児・児童施設 児童館、児童活動ｾﾝﾀｰ

12 高齢福祉施設 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、老人福祉ｾﾝﾀｰ

13 障害福祉施設 障害者地域活動ｾﾝﾀｰ、福祉作業所

14 児童福祉施設 こじか園

15 保健施設 保健ｾﾝﾀｰ、保健福祉会館

16 庁舎 本庁舎、総合支所

17 消防施設 消防防災ｾﾝﾀｰ、消防署、出張所、ﾎﾟﾝﾌﾟ置場

18 その他行政施設 水防ｾﾝﾀｰ、水防倉庫

9 公営住宅 19 公営住宅 市営住宅、定住促進住宅、災害公営住宅

10 公園 20 公園 公園管理棟、公園便所等

11 供給処理施設 21 供給処理施設 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ、衛生ｾﾝﾀｰ

12 その他 22 その他 斎場、旧学校施設、貸付建物、揚排水機場等

23 道路 １級、２級、その他市道

24 農道

25 林道 １級、２級、３級

26 橋りょう

27 トンネル

14 河川 28 河川 河川

15 水路 29 水路 水路

16 ため池 30 ため池 ため池

17 上水道施設 31 上水道施設 浄水施設、取水配水施設

18 下水道施設 32 下水道施設 中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場、汚水処理施設

19 病院施設 33 病院施設 病院施設、医師住宅

3
企業会計
施設

道路13

中分類

1

2

3

5

6

7

8

市民文化施設

社会教育施設

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

学校教育施設

大分類

1
建物公共
施設

2
土木公共
施設

小分類

子育て支援施設

保健・福祉施設

行政施設

6
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設
観光施設

観光物産ｾﾝﾀｰ、道の駅、物産館、キャンプ場

 

第３章 公共施設等の現状と課題 

１ 対象施設 

市が保有するすべての公共施設を対象とし、建物公共施設、土木公共施設、企業会計施設の３

つに分類整理します。さらに、建物公共施設は、機能別に市民文化施設、社会教育施設、学校教

育施設、行政施設、公営住宅などの 12 に分類し、土木公共施設は、道路（橋りょう・トンネル

含む）、河川、水路、ため池の４つに分類し、企業会計施設は、上水道、下水道、病院施設の３

つに分類し整理します。（表 3-1） 

表 3-1 保有施設分類  

第３章 公共施設等の現状と課題 
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学校教育施設

155,228㎡ ,32%

公営住宅

67,792㎡,14%

市民文化施設 47,725㎡, 10%

ｽﾎﾟｰﾂ‣ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

46,459㎡,10%

行政施設

45,037 ㎡,9%

産業施設

35,124㎡,7%

その他

26,301㎡,5%

保健福祉施設

15,164㎡,3%

子育て支援施設,
16,765㎡, 3%

供給処理施設

19,467㎡,4%

社会教育施設

11,551 ㎡,2% 公園

5,026㎡, 1%

図3-1 建物公共施設の保有状況（中分類）

２ 建物公共施設の現状と課題 

（１）施設別保有状況 

令和２年３月 31 日時点で、本市が保有する建物公共施設は 655 施設あり、総延床面積は

491,639 ㎡となっています。（表 3-2） 

延床面積でみると、学校教育施設が全体面積の 32％を占めており、さらに公営住宅を合わ

せると全体の 46％を占めています。（図 3-1） 

 

表 3-2        建物公共施設の分類別保有状況     令和２年３月 31日現在 
中分類 小分類 施設数 棟数 面積 

市民文化施設 集会施設 37 74 棟 42,386 ㎡ 
文化施設 2 9 棟 5,339 ㎡ 

社会教育施設 博物館等 17 30 棟 11,216 ㎡ 
図書館 1 2 棟 335 ㎡ 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 33 60 棟 38,053 ㎡ 
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 23 39 棟 8,406 ㎡ 

産業施設 産業施設 38 56 棟 35,124 ㎡ 
学校教育施設 学校 32 188 棟 149,720 ㎡ 

その他教育施設 7 16 棟 5,508 ㎡ 
子育て支援施設 幼稚園・保育所 18 40 棟 13,576 ㎡ 

幼児・児童施設 6 7 棟 3,189 ㎡ 
保健・福祉施設 高齢福祉施設 10 16 棟 8,517 ㎡ 

障害福祉施設 4 5 棟 629 ㎡ 
児童福祉施設 1 2 棟 848 ㎡ 
保健施設 7 9 棟 5,170 ㎡ 

行政施設 庁舎 10 30 棟 31,661 ㎡ 
消防施設 204 209 棟 11,958 ㎡ 
その他行政施設 13 13 棟 1,418 ㎡ 

公営住宅 公営住宅 73 403 棟 67,792 ㎡ 
公園 公園 65 101 棟 5,026 ㎡ 
供給処理施設 供給処理施設 5 15 棟 19,467 ㎡ 
その他 その他 49 92 棟 26,301 ㎡ 
総計  655 1,416 棟 491,639 ㎡ 

資料：公有財産台帳システム 
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図3-3 建物延床面積及び人口の県内自治体比較

・県内35市町村人口一人当たり延床面積

平均4.7㎡／人

・県内14市人口一人当たり延床面積

平均4.3㎡／人

県内35市町村の平均4.7㎡／人ライン

全国市町村の平均3.8㎡／人ライン

【人口一人当たりの延床面積比較】 

宮城県内 14 市の令和元年度末における人口一人当たりの延床面積の比較では、県内平均 4.4 ㎡

／人に対して、本市は 6.4 ㎡／人と 1.4 倍となり、県内平均よりも高い値となっています。 

（図 3-2） 

※人口：令和２年 1月 1日住民基本台帳、延床面積：公共施設状況調査（令和元年度） 
※仙台市は、他市とプロット場所が大きく外れてしまうため、平均値には含まれますがグラフからは除いています。 

（仙台市のデータ：延床面積 3,565,254 ㎡、人口 1,064,060 人、一人当たり延床面積 3.4 ㎡/人） 
 

また、県内 35 市町村の令和元年度末における人口一人当たりの延床面積の比較では、県内市町

村の平均が 4.7 ㎡／人となっています。（図 3-3） 
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図3-4 建物公共施設の経過年数別割合
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（２）築年別整備状況 

建物公共施設の建築年別の面積をみると、学校教育施設と公営住宅の建設に合わせて整備

面積が大きくなっていることが分かります。一般的に築 30年を超える施設は大規模改修が必

要とされており、施設の老朽化が懸念されますが、築 30年を超える施設は全体の 35％を占め

ています。（図 3-4、図 3-5） 
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資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」 

第３章 公共施設等の現状と課題 

人口の推移 

図3-5  建築年別施設保有状況 

令和２年３月 31 日現在

市民１人当りの延床面積 

6.4 

49.1
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（３）課題 

本市は合併により、多くの建物公共施設を引き継いでおり、経過年数等から今後急速に老

朽化が進むものと想定されます。今後、これらの施設の建替え更新費用や大規模改修費用が

増大していくものと見込まれ、特に、建物公共施設全体の約６割を占める学校教育施設、公営

住宅、市民文化施設について、厳しい財政状況の制約の中でいかにして最適な配置と効率的

な管理に努めるかが課題となります。 

総務省が推奨する公共施設等更新費用試算ソフトの試算条件のもと、今後 40 年間に要する

建替え更新費用と大規模改修費用を試算すると、総額で約 2,165 億円（年平均で約 54 億円）

となります。 

一方で、直近５年間に支出した建物公共施設の投資的経費は年平均で約 61億円であり、ほ

ぼ現投資額の費用が必要となります。（図 3-6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算結果 

第３章 公共施設等の現状と課題 

大規模改修集中期 建替え更新集中期 

図 3-6  建物公共施設の将来更新費用の推計 

【試算結果】  40 年間整備額 2,165 億円   1 年当たり整備額 54 億円 

＜試算条件＞ 

・現在保有する建物公共施設を更新年数経過後に、現在と同じ延床面積で建替えする。 

・建替え更新周期は 60 年、大規模改修は 30 年。 

更新（建替え）及び大規模改修単価 更新（建替え） 大規模改修 

市民文化、社会教育、行政施設等 40 万円/㎡ 25 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション、保健・福祉施設等 36 万円/㎡ 20 万円/㎡ 

学校教育、子育て支援施設等 33 万円/㎡ 17 万円/㎡ 

公営住宅 28 万円/㎡ 17 万円/㎡ 

2,165 
54

49

4.1
13



登米市公共施設等総合管理計画 

 

- 17 - 
 

３ 土木公共施設の現状と課題 

（１）施設別保有状況 

１ 道路 

区分 種別 路線数 実延長（ｍ） 道路部面積（㎡） 

道
路 

１級（幹線）市道 104 253,626 1,971,092 

２級（幹線）市道 112 188,817 1,252,381 

その他市道 5,125 2,364,604 11,076,190 

合計 5,341 2,807,047 14,299,663 
資料：国土交通省 道路施設現況調査、建設部建設総務課 道路台帳システム 

 

２ 農道 

区分 種別 路線数 実延長（ｍ） 農道面積（㎡） 

農
道 

農道 154 57,766 268,800 

合計 154 55,766 268,800 

資料：産業経済部農林振興課 農道台帳 

 

３ 林道 

区分 種別 路線数 実延長（ｍ） 

林
道 

１級 2 6,273 

２級 49 80,554 

３級 28 32,759 

合計 79 119,586 
資料：産業経済部農林振興課 林道台帳 

 

４ 橋りょう 

区分 種別 箇所数 実延長（ｍ） 橋りょう面積（㎡） 

橋
り
ょ
う 

永久橋 1,300 9,869 54,415 

非永久橋 13 94 315 

合計 1,313 9,963 54,730 

資料：国土交通省 道路施設現況調査、建設部建設総務課 道路台帳システム 

 

５ トンネル 

区分 種別 箇所 実延長（ｍ） 建築年 

ト
ン
ネ
ル 

トンネル 1 43 Ｓ28 

合計 1 43  

資料：国土交通省 道路施設現況調査、建設部建設総務課 道路台帳システム 

 

第３章 公共施設等の現状と課題 



登米市公共施設等総合管理計画 

 

- 18 - 
 

６ 河川 

区分 種別 河川数 河川延長（㎞） 

河
川 

準用河川※1   3   4 

普通河川※2 161 232 

合計 164 236 

資料：建設部建設総務課 河川管理資料 

※1準用河川とは：一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち市町村長が指定し管理する河川。 

※2普通河川とは：一級河川及び二級河川あるいは準用河川として指定した河川以外の小河川。 

 

７ 水路 

区分 種別 路線数 延長（㎞） 

水
路 

用排水路 90 227 

合計 90 227 

資料：産業経済部農林振興課 農業水利施設資料ほか 

登米管内基幹水利ストックマネジメントより 

（道路側溝等の排水施設は除く） 

 

 

８ ため池 

区分 種別 施設数 

た
め
池 

ため池 262 

合計 262 

資料：産業経済部農林振興課 ため池台帳 

 

  

第３章 公共施設等の現状と課題 
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（２）課題 

１ 道路、農道、林道 

本市において道路は市民生活に密着した重要なインフラ資産であり、道路の老朽化が交通

の安全性に関わる可能性もあります。 

道路は、１級市道、２級市道、その他市道の総延長が 2,807,047ｍ、面積 14,299,663 ㎡、

自転車歩行者道が延長 218,078ｍ、面積 598,365 ㎡です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の道路については、１級・２級市道の割合は 15％、その他市道（生活道路）は 85％と

なっています。試算条件では、道路部（歩道部除く）の舗装面積及び未舗装面積の更新時期

を一律 15 年としていますが、それらは交通量の関係で大きく変わり、特に本市のその他の

生活道路においては、更新時期が概ね 25 年から 30 年となっています。このことから、本市

における道路の更新費用の試算については、道路舗装面積を把握していることから、道路舗

装面積を更新年数（耐用年数）で割った面積を 1年間の舗装部分の更新量とし、更新単価を

乗じて更新費用を算出しています。 

道路については、今後 40年間の更新費用が 1,835 億円、年平均 46 億円を要するという試

算結果になります。 

新規整備分も含めた過去５年間の平均投資額が約 11 億円であり、いかにして計画的な維

持管理と更新を行っていくかが課題となります。 

 

 

資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算結果、年度別決算書 

道路直近５カ年の投資的経費(万円）    

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 28 年度(2016 年) 123,331 4,512 1,594 129,437 

平成 29 年度(2017 年) 125,077 7,142 6,844 139,063 

平成 30 年度(2018 年) 116,157 6,308 5,778 128,243 

令和元年度(2019 年) 61,677 151 1,322 63,150 

令和２年度(2020 年) 88,597 0 2,822 91,419 

平均 102,967 3,622 3,672 110,262 

第３章 公共施設等の現状と課題 

【試算結果】  40 年間整備額 1,835 億円   1 年当たり整備額 46 億円 

【試算条件】 

道路については、路線ごとに整備するものではなく、区間ごとに整備していくため、年度別

に把握することは困難であることから、道路施設現況調査（国土交通省）により把握した道路

の総面積を、舗装部分の更新（打換え）の耐用年数で割ったものを、１年間の舗装部分の更新

量と仮定します。（公共施設等更新費用試算ソフト仕様書より抜粋） 

【更新単価】 

区  分 更新年数 更新単価 

道路 
一般道路 15 年 4,700 円/㎡ 

自転車歩行者道 15 年 2,700 円/㎡ 
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２ 橋りょう 

本市において橋りょうは重要なインフラ資産であり、橋りょうの老朽化が市民生活の安全

に関わる重大事故に繋がる可能性があります。 

橋りょうは、総延長が 9,963ｍ、面積 57,730 ㎡（内 永久橋 9,869ｍ、54,415 ㎡、非永久

橋 94ｍ、315 ㎡）です。 

橋りょうの更新費用の試算については、橋りょう総面積を更新年数（耐用年数）で割った

面積を１年間の更新量と仮定し、更新単価を乗じて更新費用を算出しています。 

 

更新年数と更新単価(試算条件) 

区  分 更新年数 更新単価 

橋りょう 60 年 448 千円/㎡ 

 

橋りょうについては、今後 40 年間の更新費用が 202 億円、年間５億円を要するという試

算結果になります。 

さらに、道路法の改正により５年に１度の定期点検が義務化され、より安全な維持管理が

求められることから、今後、維持管理、更新費用が増大していくものと見込まれ、厳しい財

政状況の中で、いかにして維持管理、更新費用を抑制していくかが課題となります。 

 

 

 

 

 

 

橋りょう直近５カ年の投資的経費（万円）    

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 28 年度(2016 年) 21,366 0 0 21,366 

平成 29 年度(2017 年) 31,584 0 0 31,584 

平成 30 年度(2018 年) 20,124 0 0 20,124 

令和元年度(2019 年) 24,473 0 0 24,473 

令和２年度(2020 年) 40,907 0 0 40,907 

平均 27,690 0 0 27,690 

資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算結果、年度別決算書  

 

第３章 公共施設等の現状と課題 

【試算結果】  40 年間整備額 202 億円   １年当たり整備額 5 億円 
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４ 企業会計施設の現状と課題 

（１）施設別保有状況 

１ 上水道施設 

建築物 

№ 施設名称 延床面積（㎡） 建築年 分類 

1 保呂羽浄水場 2,745 Ｓ52 

上水道施設 

2 石越浄水場 723 Ｈ16 

3 大萱沢浄水場 40 Ｈ10 

4 米川浄水場 74 Ｓ47 

5 錦織浄水場 62 Ｓ32 

6 米谷浄水場 75 Ｓ55 

7 楼台浄水場 39 Ｈ12 

8 合ノ木浄水場 20 Ｈ17 

9 大綱木浄水場 20 Ｈ17 

10 配水池及びポンプ場 427 不明 

11 その他倉庫等 26 不明 

合 計 4,251   

上水道管 

上 

水 

道 

口 径 
管延長

（ｍ） 

その他事項 

導水管 5,756  

送水管 20,119  

《管種別内訳》 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管        303,645ｍ 

鋳鉄管             2,732ｍ 

鋼管         6,002ｍ 

石綿ｾﾒﾝﾄ管         1,216ｍ 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管         286,308ｍ 

ｺﾞﾑ輪型硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管     438,351ｍ 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管        340,772ｍ 

ｽﾃﾝﾚｽ管             3,310ｍ 

 

 

配水管合計       1,382,336ｍ 

配水管  50 ㎜以下 634,018 

     75 ㎜以下 219,431 

    100 ㎜以下 199,635 

    125 ㎜以下 3,563 

    150 ㎜以下 156,431 

    200 ㎜以下 75,434 

    250 ㎜以下 54,398 

    300 ㎜以下 8,420 

    350 ㎜以下 4,019 

    400 ㎜以下 6,575 

    450 ㎜以下 8,121 

    500 ㎜以下 2,310 

    600 ㎜以下 8,791 

    700 ㎜以下 270 

    800 ㎜以下 920 

合 計 1,408,211  

資料：上下水道部固定資産管理台帳及び水道事業決算統計資料 
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２ 下水道施設 

建築物 

№ 施設名称 延床面積（㎡） 建築年 分類 

1 佐沼環境浄化センター 3,760 H6 

公共下水道 

2 大関浄化センター 988 H13 

3 豊里浄化センター 1,233 H10 

4 津山浄化センター 504 H15 

5 迫中継ポンプ場 677 H12 

6 新田地区農業集落排水処理施設 437 H8 

農業集落排水 

7 茂栗地区農業集落排水処理施設 192 H15 

8 米川地区農業集落排水処理施設 276 H25 

9 石森地区農業集落排水処理施設 96 H3 

10 宝江地区農業集落排水処理施設 183 H5 

11 新小路地区農業集落排水処理施設 187 H8 

12 弥勒寺地区農業集落排水処理施設 404 H15 

13 長谷終末処理場 263 H25 

14 大泉地区農業集落排水処理施設 222 H28 

15 西野地区農業集落排水処理施設 561 H14 

16 桜岡地区農業集落排水処理施設 181 H4 

17 後小路地区農業集落排水処理施設 370 H6 

18 中津山地区農業集落排水処理施設 386 H9 

19 桜岡第２地区農業集落排水処理施設 155 H11 

20 町吉田地区農業集落排水処理施設 214 H13 

21 善王寺地区農業集落排水処理施設 186 H13 

22 平埣地区農業集落排水処理施設 192 H21 

23 東千貫地区農業集落排水処理施設 25 H20 

24 砥落地区農業集落排水処理施設 25 H21 

25 鴇波浄化センター 256 H14 

26 上谷地地区農業集落排水処理施設 25 H20 

27 新高石地区農業集落排水処理施設 514 H10 

28 畑岡地区農業集落排水処理施設 368 H12 

29 沢田地区農業集落排水処理施設 223 H23 

合 計 13,103   

資料：上下水道部固定資産管理台帳  

 

下水道管 

下 

水 

道 

事 業 管延長（ｍ） 

公共下水道事業 381,422 

農業集落排水事業 241,588 

合計 623,010 

資料：上下水道部固定資産管理台帳                
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３ 病院施設 

建築物 

№ 施設名称 棟数 延床面積（㎡） 建築年 分類 

1 
登米市民病院（本館・南館・地域

医療連携センター） 
4 19,120 S50 

病院施設 

2 登米市民病院（院長住宅） 3 220 S51 

3 登米市民病院（上舟丁車庫） 1 12 S40 

4 登米市民病院（大網医師住宅） 2 198 S61 

5 登米市民病院（医師住宅№１） 2 116 S57 

6 登米市民病院（医師住宅№２） 2 116 S57 

7 登米市民病院（医師住宅№３） 2 116 S59 

8 登米市民病院（医師住宅Ａ棟） 2 122 S60 

9 登米市民病院（医師住宅Ｂ棟） 2 122 S60 

10 登米市民病院（医師住宅Ｃ棟） 2 122 S60 

11 登米市民病院（医師住宅Ｄ棟） 2 122 S60 

12 米谷病院 4 6,963 R1 

13 米谷病院（日面医師住宅） 1 244 S54 

14 豊里病院 8 5,435 H1 

15 豊里病院（医師住宅） 2 208 H8 

16 豊里病院（小口前医師住宅） 3 425 H2 

17 登米診療所 2 955 H23 

18 よねやま診療所 20 3,433 S52 

19 上沼診療所 1 180 H26 

20 津山診療所 1 385 H9 

21 豊里老人保健施設 1 3,629 H12 

合 計 67 42,243   

資料：医療局固定資産管理台帳 
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（２）課題 

１ 上水道 

上水道は、水道の安全で安定的な供給を図り、市民生活を支える重要なインフラ資産であ

ります。上水道施設は、浄水場等の建築物 4,251 ㎡、導水管 5,756ｍ、送水管 20,119ｍ、配

水管 1,382,336ｍです。上水道施設の更新費用の試算については、建築物は建物公共施設（15

㌻）に準じて算定されていますが、上水道管については、調査年度から 40年度分の更新費用

を試算することとし、管径別の延長にそれぞれの更新単価を乗じて更新費用を算出していま

す。 

更新年数と更新単価(試算条件) 

区  分 更新年数 更新単価 

上水道管 40 年 以下のとおり 

 

導水管 配水管 

管径 単価 管径 単価 

300mm 未満 78 千円/m 75mm 63 千円/m 

300～500mm 148 千円/m 100mm 67 千円/m 

600～1000mm 444 千円/m 150mm 76 千円/m 

    200mm 87 千円/m 

    250mm 99 千円/m 

    300mm 112 千円/m 

    350mm 128 千円/m 

    400mm 146 千円/m 

    450mm 166 千円/m 

    500mm 189 千円/m 

    600mm 245 千円/m 

    700mm 318 千円/m 

    800mm 427 千円/m 

 

上水道については、今後 40 年間の更新費用が 1,306 億円、年平均 32 億円を要するという

試算結果になります。過去５年間の平均投資額が約 13億円であり、いかにして計画的な維持

管理と更新を行っていくかが課題となります。 

 

 

上水道直近５カ年の投資的経費（万円）  
  

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 28 年度(2016 年) 58,611 177,074 40 235,725 

平成 29 年度(2017 年) 64,387 44,939  109,326 

平成 30 年度(2018 年) 106,145 7,830  113,975 

令和元年度(2019 年) 89,718 8,358  98,076 

令和２年度(2020 年) 78,512 9,101  87,613 

平均 79,475 49,461 8 128,943 

資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算結果、年度別決算書 

第３章 公共施設等の現状と課題 

【試算結果】  40 年間整備額 1,306 億円   1 年当たり整備額 32 億円 
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２ 下水道 

下水道は市民生活を支える重要なインフラ資産であることから、処理施設及び管路等を健

全かつ安定的に保つ必要があります。 

下水道施設は、処理施設等の建築物 13,103 ㎡、下水道管 623,010ｍです。下水道施設の更

新費用の試算については、建築物は建物公共施設（15㌻）に準じて算定されていますが、下

水道管については、総延長を更新年数で割った延長を 1年間の更新量と仮定し、更新単価を

乗じて更新費用を算出しています。 

更新年数と更新単価(試算条件) 

区  分 更新年数 更新単価 

下水道管 50 年 205 千円/ｍ 

 

下水道については、今後 40 年間の更新費用が 618 億円、年平均 15 億円を要するという試

算結果になります。過去５年間の平均投資額が約 11 億円であり、いかにして計画的な維持管

理と更新を行っていくかが課題となります。 

 

 

 

 

下水道直近５カ年の投資的経費（万円）     

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 28 年度(2016 年) 10,511 119,754 38 130,303 

平成 29 年度(2017 年) 52,212 74,599  126,811 

平成 30 年度(2018 年) 22,590 71,808  94,398 

令和元年度(2019 年) 18,225 71,948 2,366 92,539 

令和２年度(2020 年) 20,959 89,635  110,594 

平均 24,899 85,549 481 110,929 

資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算結果、年度別決算書 

 

 

  

【試算結果】   40 年間整備額 618 億円   1 年当たり整備額 15 億円 

第３章 公共施設等の現状と課題 
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３ 病院施設 

病院施設は、市民が健康的な生活を送るために必要な施設であり、安全・安心で良質な医    

療の提供に努める必要があります。 

病院施設については、今後 40 年間の更新費用が 218 億円、年平均 5.5 億円を要するとい

う試算結果になります。（図 3-7） 

現状の投資額で対応できる試算結果となりますが、今後も更新費用が増大していくものと

見込まれることから、計画的かつ効率的な更新計画の策定が課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算結果 

 

    

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 28 年度(2016 年) 12,907 88,814 5,438 107,159 

平成 29 年度(2017 年) 23,949 57,817  81,766 

平成 30 年度(2018 年) 57,112 210,979  268,091 

令和元年度(2019 年) 73,634 73,921  147,555 

令和２年度(2020 年) 54,705 5,648  60,353 

平均 44,461 87,436 1,088 132,985 

資料：年度別決算書 
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【試算結果】   40 年間整備額 218 億円   1 年当たり整備額 5.5 億円 
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図 3-7  病院施設の将来更新費用の推計 

病院施設直近５カ年の投資的経費（万円） 
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公共施設等の将来の更新費用 

総務省が推奨する「公共施設等更新費用試算ソフト」を活用し、建物公共施設、土木公共施設

（道路、橋りょう）、企業会計施設を現在の規模のまま更新すると仮定した場合における、今後 40

年間の費用を試算した結果、40年間で必要な更新経費は 6,346 億円、年平均 158 億 円が必要と

なる試算結果になっています。（図 3-8） 

今後の公共施設等整備においては、生産年齢人口の減少に伴う市税などの減少が見込まれてお

り、歳入の増加は期待できない見通しであることから、公共施設を単純に更新していくことは極

めて困難な状況のため、公共施設等の長寿命化、多機能・複合化等を推進していく 必要があり

ます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「公共施設等更新費用試算ソフト」による試算結果 
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図 3-8  将来更新費用の推計 

【試算結果】   40 年間整備額 6,346 億円   1 年当たり整備額 158 億円 
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第４章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 
 

１ 計画期間 平成２８年度から令和１７年度までの２０年間 

計画期間は、将来人口や財政見通しなどを基に長期的な視点により、公共施設等のマネジメン

トを推進していく必要があることから、平成 28年度から令和 17年度までの 20年間とします。 

計画策定後は、第二次総合計画との整合性を図り、５年ごとに見直しを行うこととし社会情勢

の変化などに柔軟に対応できる体制を構築します。 

 

２ 全庁的な取組体制の構築と情報管理・共有方策 

登米市公共施設等総合管理計画推進本部を設置し、全庁横断的に情報を共有しながら実効性の

ある取組として計画を管理・推進します。 

本計画を公共施設等の管理に関する基本計画に位置付け、行動計画として個別計画を策定しま

す。 

また、公共施設等に関する情報は、固定資産（公有財産）台帳システムを導入し、財産を所管

する部署で一元的に管理できる体制とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３ 現状や課題に関する基本認識 

（１）公共施設に対する市民ニーズの変化 

登米市の人口は、合併前の昭和 60 年の 99,182 人をピークに減少が続き、令和２年の国勢

調査速報値では 77,147 人まで減少しています。今後もこの傾向は続き、令和 27 年には 52,047

人まで減少すると推計されており、年少及び生産年齢人口の減少と高齢人口の増加により、

少子高齢化が更に進むと見込まれます。 
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このような状況から、子育て支援施設や学校教育施設では余剰が発生し、高齢者を対象とし

た保健・福祉施設の需要が高まるなど、公共施設へのニーズが変化することが予想されていま

す。このような社会構造全体の変化に対応した施設規模の見直し、既存施設の活用と整備によ

り、変化する市民ニーズに対して適切に対応する必要があります。 

 

（２）公共施設の老朽化 

本市の公共施設の整備状況を築年度別に延床面積でみると、昭和 40 年代後半から平成初期

にかけて多くの施設が整備されており、その多くが今後 30年間に耐用年数を迎えることにな

ります。まさに、これから公共施設の老朽化に直面することから、将来のまちづくりを念頭に

おいた施設の必要性と公共施設の在り方について検討していく必要があります。 

 

（３）公共施設の更新時期の集中及びインフラ資産の更新 

現在、本市が保有する建物公共施設を耐用年数経過後に同じ規模で更新したと仮定した場

合、今後 40 年間の更新費用の総額は約 2,165 億円で、試算期間における平均費用は年間約 54

億円となります。特に今後 10年の間に大規模改修が集中しており、過去５年間における投資

的経費以上の費用が毎年必要となります。また、建物公共施設の更新費用の試算結果による

と、令和 16 年から 10 年間は、一斉に施設の更新時期を向えることから、多額の更新費用が

必要となります。加えて、土木公共施設や企業会計施設の建物やインフラ資産についても更新

や改修が必要となることから、計画的に施設の更新・改修を行う必要があります。 

 

（４）合併に伴う類似施設の存在 

本市は、平成 17年４月の合併により、旧町が整備した多くの施設を引き継いでいます。こ

れらの施設は、合併前の各町において、健康、福祉、文化、スポーツの振興等を目的として、

特色あるまちづくりや市民ニーズに応じたサービスを提供するために整備した施設であり、

９町が合併したことにより、施設の設置目的やサービス内容が類似する施設が多く存在して

いることから、公共施設の効果的かつ効率的な配置について検討を行う必要があります。 

 

（５）公共施設にかけられる財源の確保 

自主財源の柱である市税収入は、生産年齢人口の減少などにより大きな伸びは期待できず、

引き続き地方交付税や国・県支出金、地方債などの依存財源に大きく頼った財政運営が見込ま

れます。さらに、少子高齢化の影響により、扶助費等の社会保障費の増加などが見込まれてお

り、公共施設の更新や改修に支出できる財源にも制限があることを前提に、公共施設の在り方

を検討する必要があります。  
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４ 公共施設等の管理に関する基本的な方針 

本市は、各町域に生活圏が形成されており、中心市街地や学校、病院などの公共施設が公共交

通で結ばれております。これからのまちづくりは、各生活圏の生活機能を確保し、商業施設等の

都市機能の集積を推進しながら、中心市街地と生活圏を効率的な交通網で結ぶことで住環境を向

上させるコンパクトシティ・プラス・ネットワークの形成が重要となります。 

本計画は、単なる整理・合理化計画ではなく、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの形

成を促進し、まち(地域)の未来を創っていくための公共施設等の再生・創生を目指し、公共施設

等のマネジメントを行うための基本計画と位置付け、次の３つの視点を公共施設等の管理に関す

る基本方針として、将来の財政負担の軽減・平準化に努め、公共施設の多機能・複合化による施

設整備を行い、本市のまちづくりや市民生活を支える公共施設等の最適な配置を推進します。 

 

     
【計画の基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜３つの視点＞ 

  

   ◆施設の長寿命化・・・持続的な財産運営を可能にするため、市民生活にとって重要な機能を

有する施設・設備の長寿命化に配慮します。 

  ◆資産保有の最適化・・少子高齢化等の進展による変化する多様な市民ニーズに対応し、本市

のまちづくりを支える拠点施設の整備を行い、公共施設の多機能・複

合化などにより、将来の財政状況等を見据えた建築物総量の管理を行

います。 

  ◆財産の有効活用・・・地域や市全体の施策推進や課題解決に向け、民間活力の導入など多様

な効果が創出されるよう、財産の有効活用を拡大します。 

施 設の 長寿命 化 

資産保有の最適化 

財 産の 有効活 用 

登米市公共施設等総合管理計画 

３
つ
の
視
点 
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＜管理に関する基本的な考え方＞ 

（１）点検・診断等の実施方針 

公共施設等は数多くの部材や設備機器などの材料で構成されており、それぞれの目的と機

能を有しています。これらの部材や設備機器は、使用される環境や条件等によっては、耐用年

数前に早期劣化や機能低下を引き起こします。このような早期劣化や機能低下の見落としを

防ぎ、利用者が安全で安心して利用できる状態を保つため、法定点検のほか日常的な点検や定

期的な診断を継続的に行います。また、その点検・診断等の結果や補修・更新履歴等の情報を

記録・蓄積することで、計画的な維持管理に努めます。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

将来のまちづくりを支える拠点施設の整備を行い、公共施設等の長寿命化と計画的な予防

保全型の維持管理を推進します。また、資産保有の最適化を推進するため、多機能・複合化に

よる施設機能を充実させた公共施設等の修繕や更新を検討します。 

さらに、施設の整備や維持管理等の運営については、引き続き指定管理者制度による運営の

ほか、市民参加による効率的で効果的な新しい発想の官民連携手法についても積極的に検討

を行います。 

 

（３）安全確保の実施方針 

公共施設等の利用者が安全に利用できる施設を目指し、点検や診断により危険個所を発見

した場合は、速やかに安全対策を実施します。さらに、危険度の高い施設や経年劣化等により

今後も利用が見込まれない公共施設等については、安全確保の観点から解体や撤去も検討し

安全対策に努めます。 

 

（４）耐震化の実施方針 

公共施設等の中には、災害時の防災拠点や避難所となる施設もあることから、施設利用者の

安全を確保するとともに、災害時の利用を想定した機能維持が求められます。このことから、

「地域防災計画」等に基づき、公共施設としての重要度や利用状況等を踏まえ、構造部分の耐

震性は確保されておりますが、更なる施設の安全性の確保について推進します。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

すでに長寿命化計画等が策定されている橋りょうや公営住宅については、本計画に準じて

継続的に見直しを行い、新技術や新工法等の活用を検討しながら長寿命化を図ります。 

また、長寿命化計画が策定されていない公共施設等については、本計画に準じた予防保全型

の手法を取り入れた個別計画の策定に努めます。  
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（６）統合や廃止の推進方針 

本市では、学校教育施設や子育て支援施設の統廃合計画等の検討が進められており、この検

討結果を基に取り組み、その他の公共施設等についても周辺施設の利用状況、施設の老朽度等

を総合的に検証し、多機能・複合化による統合や転用、集約化を推進しながら、廃止や除却等

の検討を行います。また、施設の統合等に際しては、検討段階から住民や議会に対して十分な

情報提供と調整を図り、多角的な視点から方針を決定することとし、適正な公共施設等の配置

を図ります。さらに、廃止した施設で今後も利用する見込みがない施設については、積極的に

売却や除却等を検討し、財源の確保と維持更新経費の削減に努めます。 

 

（７）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

公共施設等の適切な管理を推進し、本市が持続的に安全・安心な公共サービスを提供するた

め、登米市公共施設等総合管理計画推進本部を設置し、各施設所管で管理している公共施設等

の情報を集約して一元的な管理に努めます。その基礎情報となる地方公会計と連携可能な固

定資産（公有財産）台帳システムを構築し、各施設所管職員との情報共有、相互運用を行いま

す。また、公共施設等を管理する職員一人ひとりの意識の向上を図る研修会等の開催などによ

り、全庁横断的に実効性のある管理に取り組みます。 
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５ 全体目標 

少子高齢化や人口減少の進展により公共施設等の利用需要が変化してくることを踏まえ、公共

施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化を計画的に行う公共施設

等マネジメントに取り組み、公共施設等の最適な配置と効率的な管理を目指します。 

 

（１）建物公共施設 

■人口の観点 

計画の目標年である令和 17 年（20 年後）の本市の人口は７万人を割り込み、62,595 人になると

の推計値が公表されており、平成 27年度（基準年）81,989 人から 19,394 人減少すると推計されて

います。人口を基準（現在の一人当たりの床面積 6.4 ㎡で抑制/減少率 23.6%）に床面積を算定する

と、保有総延床面積を 20年間で 124 千㎡の縮減が必要と試算されます。 

■財政の観点 

今後、建替え更新費用や大規模改修費用が増大していくものと見込まれる中、今後 40 年間に要

する公共施設等の建替え更新費用と大規模改修費用を試算すると、総額で 2,165 億円（年平均で約

54 億円）となります。直近 5 年間に支出した投資的経費は年平均で約 61 億円であり、ほぼ現投資

額の費用が必要となりますが、近年の扶助費増大などの財政面から、現削減目標面積である保有総

延床面積を 20年間で 164 千㎡の縮減が必要であります。 

■まちづくりの観点 

変化する市民ニーズに対応した施設の統廃合や集約化を計画的に行うとともに、地域の特性を生

かしたコンパクトシティ・プラス・ネットワークの形成を視野に入れながら、本市のまちづくりを

支える拠点施設の整備を確実に行い、民間活力の導入による多様な効果を創出し、市民サービスを

維持しながら公共施設の最適化を図る必要があります。 

 

これらの３つの観点の多面的な見方を踏まえ建物公共施設については、これ

からのまちづくりを支える拠点施設の整備を進めるとともに、公共施設の多機

能・複合化を図り、施設機能を維持させながら類似施設の統合・集約化を行

い、保有総延床面積を 20 年間で 25％（124 千㎡）縮減し 374 千㎡を目標と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 27 年度(基準年) 

 

498 千㎡ 
 

374 千㎡ 

保有総延床面積 
20 年後 

保有総延床面積 
△25.0% 

令和 17 年度(目標年) 
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（２）土木公共施設 

道路（農道・林道含む）や橋りょうは、市民生活や社会経済活動を支える公共施設として重

要な役割を担っており、また、河川や水路、ため池は、洪水防止機能や環境保全機能など多面

的機能を持つ公共施設であり、常に良好な状態を維持していく必要があります。 

このことから、「登米市道路整備計画」や「橋梁長寿命化修繕計画」等の個別計画に基づき、

緊急性や重要度を検証しながら、限られた財源のなかで計画的な整備及び更新、維持管理に努

めます。 

さらに、日常点検や定期点検を計画的に行い、予防保全型※1の維持管理への転換を図ること

で、施設の長寿命化とトータルコストの縮減に努め、現状の維持管理経費の更なる抑制に取組

こととします。 

 

（３）企業会計施設 

企業会計施設（上水道施設、下水道施設、病院施設）は、市民生活を支える公共施設として

重要な役割を担っており、個々の施設を常に良好な状態で維持していくことが必要です。 

このことから、ストックマネジメント※2の導入や施設の維持管理に係る個別計画の策定を行

うこととし、限られた財源のなかで計画的な整備及び更新、維持管理に努めます。 

さらに、定期点検や法定点検を計画的に行い、予防保全型の維持管理による施設の長寿命化

とトータルコストの縮減に努め、健全な経営体制の確立と安定的なサービスの提供を目指し、

現状の維持管理経費の更なる抑制に取組こととします。 

 

※1 予防保全とは：定期的な点検で早期に損傷を発見し、事故や大規模修繕等に至る前の軽微な段階で補修し、長く使う

こと。対処療法的に劣化箇所を捕囚する従来型の事後保全よりコストが節約できる。 

 

※2 ストックマネジメントとは：施設の状況を客観的に把握・評価し、長期的な視点で施設の状態を予測しながら、計画 

かつ効率的に管理すること。 

 

６ フォローアップの実施方針 

（１）計画の見直し 

本計画の実効性を確保し、上位計画である総合計画との整合性を図る観点から５年に１度見

直しを行うこととし、社会情勢の変化等にも柔軟に対応していきます。 

 

（２）計画の点検・評価 

本計画で示した「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針」や「施設類型ご

との管理に関する基本方針」に関する進捗状況及び個別計画の進捗状況について、登米市公共

施設等総合管理計画推進本部において点検・評価を実施していきます。 

 

（３）計画の公表 

本計画の進捗状況等については、市民に対し公表し市全体で情報の共有を図ります。 
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第５章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 

１ 施設類型別基本方針 

建物公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下、建物公共施設 22 分類の「現状や課題に関する基本認識」、「管理に関する基本的な考え方」

について記載しています。 

 

１－１ 市民文化施設 

１－１－１ 集会施設 

ア 公民館等 

（１）現状や課題に関する基本認識 

公民館やふれあいセンターは、建築から 30年以上経過している施設が多く、施設の老朽化

が進行しており、今後、維持更新費が増加することが見込まれることから、計画的な修繕が課

題となっています。施設の更新（建替）には、公民館等の建設計画が必要となりますが、人口

規模や利用者数を踏まえた適正規模とするなどの検討が必要となっています。 

また、公民館等の施設は全て指定管理者制度を導入しており、地域コミュニティが管理運営

及び社会教育事業を実施しています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

安全・安心な施設サービスの提供を目指し、計画的な修繕により機能維持を図ることを基本

として、施設利用者の安全確保を図りながら施設の管理運営に努めます。 

また、公民館等を管理する地域コミュニティ団体に対する支援体制を充実させます。 

 

イ 集会施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

集会施設については、市民主体の有効な利用を目的とした管理運営や公平性確保の観点か

ら、「集会施設適正化推進計画」に基づき、貸付や譲与を進めてきました。 

譲与対象施設については、集会施設の所管部署と連絡会議を開催するとともに、譲与の受け

手となる自治組織等に対して説明会を開催し、集会施設の譲与手続の調整を行っており、令和

元年度までに、譲与（53）、解体（14）、目的替（４）、指定管理（２）、直営管理（３)となって

います。  

第５章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 

【目標設定等】 

人口減少社会、インフラ強靱化・更新・縮小時代へ転換する中で、地域の自主性と自立性を高

め、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの形成を促進し、これからのまちづくりを支える

拠点施設の維持・整備を行います。 

併せて、施設の利用状況や維持管理コストを検証し、多機能・複合化により施設の機能を維持

しながら、類似施設の統合・集約化を図ります。また、民間活力の導入により施設の新たな有効

活用を図り、市民ニーズの変化に対応した公共施設の在り方について個別計画策定の中で検討を

行い、公共施設の最適な配置・管理を行います。 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

市民主体の有効な利用を目的とした管理運営や公平性確保の観点から、「集会施設適正化推

進計画」に基づき集会施設の譲与等を推進します。 

 

 

１－１－２ 文化施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

文化施設は、登米祝祭劇場と伝統芸能伝承館ですが、どちらも平成 18年度から指定管理者

制度を導入しています。 

市民の認知度も定着しており、各種文化活動、芸術祭典などに幅広く活用されており、ここ

数年多くの方が利用しています。どちらの施設も建築から 20年が経過しており、修繕や更新

に多額の経費を要しますが、計画的な保全管理により、利用者の安全を確保していくことが課

題となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

専門的な設備を備えた文化芸術施設であり、芸術文化の振興と市民の文化的生活の向上を

図るため、施設の機能を有効に活用し、指定管理者制度による効率的な施設の管理運営を継続

します。 

 

 

１－２ 社会教育施設 

１－２－３ 博物館等 

（１）現状や課題に関する基本認識 

博物館等の施設には、国や県などの有形文化財の指定を受けている施設もあり、観光拠点施

設として活用されています。 

老朽化により施設の更新を進めている施設もありますが、類似施設との集約化により機能

分担を検討する必要があります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

文化財指定施設については、有形文化財として後世に残すため、計画的な修繕を行うととも

に、指定管理者制度を継続した更なるサービスの向上に努めます。 

また、機能が類似している施設については機能分担を明確にし、それぞれの機能に応じた管

理運営を行います。施設の老朽化が著しい施設については、施設の設置目的や利用状況を勘案

し、施設の在り方について検討します。 

  

第５章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 
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１－２－４ 図書館 

（１）現状や課題に関する基本認識 

図書館の蔵書数は 11 万冊程度であり、日本図書館協会が示す公立図書館の数値基準を満た

しておらず、施設の規模や設備が脆弱であることから、利用者に十分なサービスが提供でき

ていない状況になっています。 

このことから、図書館サービスとして規模や機能の充実を図るため、早期の図書館整備が

必要となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

図書館に関しては、施設の規模や設備が脆弱であり老朽化が進んでいることから、施設の

統廃合を含め、図書館が設置されていない町域も含めた全市的な図書館サービスが提供でき

る体制の構築を検討します。 

 

 

１－３ スポーツ・レクリエーション施設 

１－３－５ スポーツ施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

体育館、武道場、総合運動公園、プールなどの施設があり、多くの種目に対応できるスポー

ツ施設が整備されていますが、全体的に老朽化が進んでいます。 

市民ニーズの変化に対応した新たなスポーツ施設の整備を含め利用者の安全に配慮した施

設の長寿命化とともに、集約化、機能移転等、効率的な管理運営に向けた施設の適正配置につ

いて、更なる検討が必要となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

健康づくりやスポーツ交流等の拠点となるスポーツ施設の適正な配置と効率的な管理運営

が求められることから、今後のスポーツ施設の在り方について検討を進めるとともに、計画

的な修繕により機能維持を図ることを基本に安全安心な施設サービスの提供を目指し、「生涯

スポーツ」「競技スポーツ」「スポーツ交流」等、多角的な効果が期待できる、スポーツ活動の

充実に向けた環境づくりに努めます。 

 

 

１－３－６ レクリエーション・観光施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

レクリエーション施設・観光施設は、合併前の旧町が地域活性化や農林業の振興を図る目

的により整備されており、市外の利用者も多く利用する施設となっていますが、施設の老朽

化が進んでおり、計画的な修繕・改修が必要となっています。 

さらに、利用者数が少なくコスト高となっている施設もあることから、管理運営について

検討する必要があります。  

第５章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

地域産業の振興と観光振興を推進するためにまちづくりの拠点施設として必要な施設であ

ることから計画的な修繕・改修に努め、利用状況や維持管理コストを勘案しながら施設の在

り方について検討します。 

 

 

１－４ 産業施設 

１－４－７ 産業施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

産業施設は、農産物の直売所や加工所、家畜排せつ物処理施設など比較的新しい施設が多

い反面、付帯設備の使用頻度が高いことや使用環境などから、頻繁に修繕が必要となってい

ます。 

指定管理者制度を導入している「農産物直売所」などは、販売・利用実績とも良好に推移し

ていますが、施設の老朽化に伴う集客力の低下が懸念されます。 

また、有機センターについては、畜産公害の未然の防止と資源循環型農業の推進を目的に

市内に６施設設置していますが、設備の故障による修繕の増加や利用率の低下が課題となっ

ています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

農産物の直売所及び加工所については、今後も計画的な保全管理に努め、施設の機能維持

を図るとともに、今後の販売額及び利用率の向上と施設の有効活用を図る観点から、施設の

譲渡を検討します。 

その他の産業施設については、老朽化が進んでいる施設もあることから、利用団体の意向

を確認しながら、施設の在り方について検討を行います。 

有機センターについては、堆肥を製造する設備が耐用年数を経過し、各部品等の腐食・劣化

が進んでいることから、施設を集約化し、計画的な修繕と定期点検により、施設及び設備の機

能維持を図るとともに、各施設利用組合の意向も確認しながら、施設の在り方について検討

を行います。 

 

 

１－５ 学校教育施設 

１－５－８ 学校 

（１）現状や課題に関する基本認識  

学校は、市内に小学校 22 校、中学校 10 校設置していますが、少子化による児童生徒数の

減少と、施設の老朽化が課題となっています。 

すべての児童生徒に質の高い教育を行うために学校規模を適正化し、小規模校が抱える学校

規模に起因する様々な教育課題を解決するとともに、全ての学校が高い教育効果を発揮でき

るよう施設整備を進める必要があります。 

第５章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

「登米市立小中学校再編基本方針」及び「登米市立小中学校等再編構想」に基づき、再編対

象となる学校の保護者、地域住民の理解を得ながら学校再編を推進します。 

学校は、地域のシンボルであり中核的な施設であることから、地域とのコミュニティ活動

の拠点施設としての機能と避難所機能を強化した防災拠点として整備を進めます。 

 

１－５－９ その他教育施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

旧仙台学寮は建築から 40年が経過し、施設や設備の老朽化が進んだことなどから、平成 31

年３月で閉寮したところであり、一方、学寮の前には「登米市物産直売所」が併設され、本市

の新鮮な野菜や特産品を求めて、連日大勢の買い物客でにぎわうスペースとなっていること

から、今後の旧仙台学寮の利活用について検討する必要があります。 

また、学校給食センターは、平成 25年４月から現在の５センター体制で運営しており、平

成 30年４月より全ての学校給食センターの調理業務を業者に委託しています。 

西部学校給食センター以外の給食センターは、設置後 16 年～25年が経過しており、施設や

調理設備の老朽化が見られることから、学校再編等を見据えつつ、学校給食センターの再編

が必要となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

旧仙台学寮については、敷地の立地条件の特性を活かし、本市の観光・物産の振興や新たな

財源の確保に向け、広く民間のアイデアやノウハウを取り入れ、新たな活用方法を検討して

まいります。 

また、学校給食センターは、学校再編等を見据えるとともに、安全安心な給食を提供するた

め、施設の再編整備を進め、さらに、より低コスト化を図りながら、効果的な運営方法等を検

討します。 

 

１－６ 子育て支援施設 

１－６－１０ 幼稚園・保育所 

（１）現状や課題に関する基本認識 

幼稚園の７施設については、全て定員に満たない状況が続いていることから、統廃合が必

要となっており、令和４年４月からは、５施設で運営することになっています。 

また、保育所は３施設、認定こども園は１施設となっており、認定こども園の設置を推進

し、整備を進めてきたことから、入所待機者が減少しています。 

今後は、出生者数の減少と保育ニーズの動向を注視しながら、入所定員の設定と施設整備

を進めていく必要があります。 

 

 

第５章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

幼稚園、保育所については、多くの施設で老朽化が進んでおり、安全・安心な教育・保育環

境を整備していくため、建替えを検討しながら適宜、改築・修繕が必要となっています。 

子ども・子育て支援法に基づき、平成 27 年３月に策定した「登米市子ども・子育て支援事

業計画」において、「認定こども園」の設置を推進することとしています。 

また、「登米市市立幼稚園・保育所再編方針」及び「登米市認定こども園等の運営主体に係

る指針」を平成 27 年 12 月に定めており、公立幼稚園・保育所の在り方と運営の基本的な方

向性を示しています。 

さらに、この「方針」及び「指針」に基づき、民間事業者の経営に影響を及ぼさないよう配

慮しながら、民営化の可能な地域では民設民営による設置を推進し、サービスの質や行政責

任の確保等を検証しながら、公立幼稚園・保育所の統廃合と併せた認定こども園の設置・運営

に民間活力の導入を図り、民営化を推進します。 

 

 

１－６－１１ 幼児・児童施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

児童館４施設では、自由来館のほか放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）と地域子

育て支援拠点事業（子育て支援センター）を実施しており、児童活動センター２施設において

は、放課後児童クラブを実施しています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

子ども・子育て支援法に基づき、平成 27 年３月に策定した「登米市子ども・子育て支援事

業計画」の基本方針に定める、「地域のみんなで支える子育て家族」の具体的事業である放課

後児童クラブの今後の方向性により、放課後児童クラブの活動拠点を整備します。 

また、令和３年 10月に策定した「登米市児童館等整備基本方針」に基づき、新たな児童館

の整備は行わず、小学校再編と併せて児童活動センターの整備を進めます。 

小学校再編整備までの間の既存施設については、必要な修繕を行い、施設の長寿命化を図

ることとし、放課後児童クラブ等を実施しなくなった児童館と児童活動センターについては、

その時点の現状を踏まえ方向性を検討することとします。 
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１－７ 保健・福祉施設 

１－７－１２ 高齢福祉施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

高齢福祉施設のうちデイサービスセンターについては、介護保険制度の成立から期間も経

過したことから、福祉事業者へ譲与、貸付を行い民間活力の導入を図ってまいりました。 

高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションの場である老人福祉センターについ

ては、施設の老朽化が進行しており、計画的な修繕と改修により施設の機能維持を図る必要が

あります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

高齢福祉施設は、老朽化が進んでいる施設もあることから、計画的な点検や修繕、改修等を

行い、施設の機能維持を図るとともに、今後の施設の在り方について検討を行います。 

また、高齢福祉施設のうち集会施設として利用されている施設については、「集会施設適正

化推進計画」に基づき、地域への譲与を進めるとともに、施設の利用状況などを検証し施設の

在り方について検討を行います。 

 

１－７－１３ 障害福祉施設  

（１）現状や課題に関する基本認識 

障害福祉施設は、指定管理者制度を導入していた福祉作業所を民間事業者へ譲与しました。

また、障害者地域活動支援センターは、効率的な運営を図るため施設機能の統廃合を進めてい

きます。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

効率的な運営を図るため障害者地域活動支援センターの施設機能の統廃合を進めるととも

に、現在の直営での管理運営体制から、民間のノウハウを活用した管理運営委託等の導入を検

討する必要があります。 

 

１－７－１４ 児童福祉施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

児童福祉施設として児童発達支援センターこじか園を設置し、指定管理者制度を導入して

いましたが、令和２年度末をもって民間事業者へ譲与しました。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

施設は譲与しましたが、今後も「児童発達支線センター」として施設の有する専門機能を活

かし、全市的に地域の障がい児やその家族への相談・支援、障がい児を預かる施設への援助・

助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育支援施設として充実を図ります。 
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１－７－１５ 保健施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

保健センターは市内に７施設ありましたが、施設の老朽化のため保健センターとして利用

が不用となったことから、令和３年度に登米保健センターを廃止し６施設となっています。 

施設の利用状況については、６施設のうち５施設において各種健診（検診）や保健指導、食

生活改善推進員の活動などで使用しており、残りの１施設では主に児童クラブとして利用さ

れております。 

施設の維持管理については、計画的に修繕を行っているものの、施設の老朽化に伴い修繕に

要する経費が増加傾向にあります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

保健センターには、常時職員が配置されておらず、健診（検診）等の会場として活用されて

いることから、保健等の機能を維持しながら、市民の健康増進の拠点施設としての在り方につ

いて検討します。 

 

 

１－８ 行政施設 

１－８－１６ 庁舎 

（１）現状や課題に関する基本認識 

行政庁舎は、分庁舎方式により迫、中田、南方の３庁舎、総合支所は、本庁舎に併設された

迫総合支所、中田総合支所、南方総合支所のほか９町域に設置しています。 

迫庁舎は昭和 50 年に建築され、本庁機能を持つ庁舎では建築が最も古い庁舎となっていま

す。平成 21年に耐震工事が完了し、先の東日本大震災においても躯体には大きな損傷等は無

かったものの、空調設備や配管等の劣化が著しい状況となっており、現状の様々な課題を解

決するため建替え等の検討が必要となっています。 

総合支所は、合併前の旧町域単位に設置しており、地域の拠点施設として行政庁舎の在り

方について検討する必要があります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

本庁舎と総合支所は、行政サービスの中核施設であり、まちづくりや災害時の防災拠点と

して位置付けされていることから、耐震性や安全性を確保することが必要となっています。 

法令で定められた定期点検や設備等の保守点検のほか、予防保全型の維持管理を行い、時

代の変化に対応した効率的な行政サービスを提供できる機能を持つ本庁舎・総合支所の在り

方について検討を進めます。 
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１－８－１７ 消防施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

消防施設は、消防庁が示す「消防力の整備指針」の基準に基づき整備を図ってきました。 

消防庁舎は、１消防本部、１消防署、５出張所を設置しており、消防本部、消防署庁舎は平

成 19年度に新築、出張所は平成 21年度から平成 27 年度まで整備を進めてきました。 

消防団ポンプ置場は、市内に 185 施設設置しており、平成 22年度からは、手引きポンプを

機動性のある可搬消防ポンプ付き軽積載車（デッキバン）へ更新する事業と合わせて、29 棟

のポンプ置場を新築整備してきましたが、建築から 20年以上経過している施設も多くあるこ

とから、計画的な修繕や更新が必要となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

消防施設は、市民の安全に不可欠な施設であり、防災拠点施設としての機能と消防力の維

持・強化を図る必要があることから、計画的な点検や改修等を行い、老朽化対策を進め維持 

管理に努めます。また、老朽化により建替えが必要となった建物については、消防力の維持・

強化を図りながら計画的に整備を進めます。 

 

１－８－１８ その他行政施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

水防センターは、迫川流域の水害対応拠点施設として平成 26 年度に建築されました。 

水防倉庫は、災害時に使用する資機材を保管し、迅速な対応ができるよう市内各所に設置さ

れていますがほとんどの施設で老朽化が進んでおり、計画的な改修、更新が必要になっていま

す。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

水防センター及び水防倉庫については、災害対応機能を継続的に維持するため定期的な保

守点検を実施するとともに、計画的な保全管理に努めライフサイクルコスト※の削減を図り

ます。 
 

※ライフサイクルコストとは：施設・設備の企画・設計から維持・管理・廃棄に至る過程で必要な経費の合計額をいう。 

 

１－９ 公営住宅 

１－９－１９ 公営住宅 

（１）現状や課題に関する基本認識 

市営住宅の多くは合併以前に整備され、市民の安定的な住生活の実現に寄与してきました

が、既に耐用年数を経過した住宅戸数が約３割になっています。 

今後も施設の老朽化が進行する中、適切な管理と計画的な修繕を行い、居住性の向上や安

全性を確保する必要があります。 

また、建替え等の更新に当っては、効率的な住宅の供給と維持管理費の低減を進めるため、

整備並びに管理の手法等について検討が必要となっています。 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

市営住宅等の既存ストックについては、「登米市公営住宅等長寿命化計画」の活用判定に基

づき、計画的な修繕と改善事業の実施により、ライフサイクルコストの縮減と長寿命化を図

ります。 

建替え等による更新については、人口が減少傾向にある中、世帯の少人数化等から世帯数

が増加傾向にあることから、「第二次登米市総合計画」の将来人口や「登米市住宅マスタープ

ラン」を踏まえ、市営住宅等の集約化を検討し「登米市都市計画マスタープラン」の土地利用

方針等と整合性を図りながら市営住宅の適正管理に努めます。 

 

 

１－１０ 公園 

１－１０－２０ 公園 

（１）現状や課題に関する基本認識 

都市公園は、29 箇所設置していますが、うち 21箇所が都市計画決定されています。 

都市公園については、「都市計画マスタープラン」等の上位計画に基づいた土地利用等の現

状を勘案し配置・整備されるとともに、設置目的に応じて種別や標準的な規模が定められてい

るなど、位置や区域、面積等の変更・見直しを行う場合、関連する計画との整合や将来の都市

像を踏まえ、全体の配置計画の検討を行った上で、その必要性を明らかにし実施する必要があ

ります。 

農村公園は 51 箇所、児童遊園は 17 箇所設置していますが、公園等の中には利用人口が減

少し遊具等の老朽化が散見される施設もあります。しかしながら、災害時における地域避難場

所等としての役割もあることから、施設の廃止については慎重に判断する必要があります。 

観光公園施設は、登米市公園条例により 30箇所の観光公園を設置していますが、比較的規

模が大きく多くの利用者（観光客）が訪れる公園と、規模が小さくもっぱら地域住民が利用す

る公園に分けられます。特に比較的規模が大きい公園については、施設設備が充実しているこ

とに加え、老朽化により維持管理経費が大きくなっています。一方、規模の小さい公園につい

ては、建物等の施設が少ないことから維持管理費は低く抑えられています。 

観光公園施設の多くは、直営管理で行われていて、指定管理者制度を導入しているのは３公

園となっています。 

これらの施設については、地域の住民等が日々利用する施設であり、除草やごみ拾い等の日

常管理を地域の住民が行っている場合もあります。 

また、公園内に設置されている遊具施設等の点検や老朽化したものの修繕等については、計

画的かつ効果的な対策を講じています。 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

都市公園は、自然的環境の中で不特定多数の住民が利用する休息、レクリエーションなど日

常的な利用以外に、災害時の避難等の用に供するなど多様な機能を担っており、維持管理につ

いては、現在実施している委託及び指定管理による管理を基本としながら、地域との密着した

施設であることを踏まえ、地域住民との協働による維持管理を検討する必要があります。 

また、「登米市高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す

る基準を定める条例」に基づいた施設のバリアフリー調査を平成 26・27 年にかけ実施してお

り、調査結果を踏まえた改修計画を策定し、整備・改修を進めるとともに、公園利用者の安全・

安心を確保するため、施設の改修等を計画的に進めます。 

農村公園及び児童遊園についても適切な維持管理、遊具施設の修繕等を行っていくため、定

期的な点検を実施しながら最も効率的かつ効果的な管理方法等を地元住民と協議し対応を行

います。 

観光公園施設は、観光・交流の場を提供する施設であることから、今後も存続していく施設

として、利用者への安全性や利便性の向上を図るため維持管理を行っていきますが、公園施設

には、利用率が低い公園・施設もあることから、施設の在り方を検討していきます。 

 

１－１１ 供給処理施設 

１－１１－２１ 供給処理施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

クリーンセンターは、令和元年 12月より運転稼働を開始している。施設の性能を長期に維

持していくため、設備・機器に対し適切な定期点検補修計画を定め、適切な補修等の整備を行

っていく必要があります。 

衛生センターは、建設から 10年以上が経過し、施設設備や機器機材の消耗部品が耐用期間

を迎えることから、定期的な点検、修繕に加え、大規模な改修を行う必要があります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

クリーンセンターについては、定期点検補修計画を作成し、日常の適正な運転管理と適切な

点検整備を実施することにより、施設の長寿命化を図ります。 

衛生センターについては、予防保全型の維持管理による施設の延命化を図りながら、長寿命

化計画の作成とこれに基づく大規模改修について検討を行います。 
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１－１２ その他 

１－１２－２２ その他 

（１）現状や課題に関する基本認識 

斎場は平成 20年度に完成し、現在、指定管理者制度を導入しており、年間約 1,100 件の利

用があります。建設後 13年が経過し、設備の耐用年数や使用件数に応じて、計画的な修繕を

行いながら、適切な維持管理に努めています。 

旧学校施設は、学校教育施設としての用途を終えた施設であり、行政文書や民具・農具の保

管場所、地域の集会施設等に活用されていますが、施設・設備の老朽化が進んでおり、修繕経

費が増加傾向にあります。 

揚排水機場は、29 施設を管理していますが、約 3 割が建設から 30 年が経過しており、施

設・設備の老朽化対策が課題となっています。 

貸付建物等は、民間事業者や地域の集会施設等として貸し付けしている施設等ですが、老朽

化が進んでいる施設もあることから、施設の安全性の確保が課題となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

斎場は地域社会にとって必要不可欠な施設であり、市内唯一の施設であることから、今後も

存続していく施設として、利用者の利便性等を考慮し予防保全型の維持管理に努めます。 

旧学校施設については、計画的な修繕、改修による機能維持に努めるとともに、地域住民の

意向等を踏まえながら、今後の活用方法について検討を行います。 

揚排水機場は、水田への農業用水を供給する利水機能や農地の湛水被害及び周辺地域の水

害対策としての治水機能を持つ重要な施設であることから、計画的な修繕と改修を実施し長

寿命化に努めます。 

貸付建物等は、施設使用者や地域住民の意向を踏まえながら、今後の施設の在り方について

検討を行います。また、老朽化が著しく、安全性が確保できない施設については、施設の解体

や撤去について検討を行います。 
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土木公共施設 

 

 

 

 

 

 

 

以下、土木公共施設８分類ごとの「現状や課題に関する基本認識」、「管理に関する基本的な考え

方」について記載しています。（ただし、トンネルについては、他の用途に使用しているため対象外とします） 

 

２－１３ 道路 

２－１３－２３ 道路、２４農道、２５林道 

（１）現状や課題に関する基本認識 

道路、農道、林道は、市民生活や社会経済活動を支える社会基盤として、重要な役割を担っ

ており、常に良好な状態に保つため、道路パトロールなどにより異常や損傷を把握し、通行の

安全を図るため維持補修を行っています。 

今後、舗装盤等の老朽化に伴い補修費の増加や補修時期の集中が予測される中で、計画的な

維持補修による施設の長寿命化、維持補修経費の削減など維持管理の在り方について検討が

必要となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

市道の維持管理については、平成 26年度から実施している路面性状調査により補修の管理

水準を設定し、計画的に予防保全型の管理に取り組み、補修費の平準化とトータルコストの縮

減を図りながら、安全・安心な通行を確保します。 

また、道路には道路本体の他に標識や道路照明灯などの附属施設が存在しており、これらの

施設も老朽化が進行して行くことから、継続した点検修繕サイクルを構築し長寿命化を図り

ます。 

 

２－１３－２６ 橋りょう、２７トンネル(他の用途に使用しているため対象外) 

（１）現状や課題に関する基本認識 

「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的な点検と維持管理による安全性の確保、維持管

理コストの縮減が必要になっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

維持管理に当たっては、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、各橋りょうの重要性や損傷状

況に応じて計画的な修繕を行います。 

また、５年に１回の頻度で近接目視により点検を行う定期点検により、従来の事後保全型の

維持管理から予防保全型の維持管理による橋りょうの長寿命化、及び維持管理コストの縮減

を図るとともに、橋りょうの安全性を確保します。  

【目標設定等】 

道路や橋りょうなどのインフラ資産は、市民生活や社会経済活動の基盤施設を構成する公共財産

として施設を良好に維持管理していくことが求められます。日常的な点検や定期的な診断に基づく

修繕サイクルにより計画的な整備を行い、インフラ資産の長寿命化を図ります。 

また、トータルコストの抑制に向け予防保全型の維持管理手法の導入などについて個別計画策定

の中で検討を行い、インフラ資産の最適な管理を行います。 
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２－１４ 河川 

２－１４－２８ 河川 

（１）現状や課題に関する基本認識 

河川は、永久構造物であり、劣化や疲労等の経年的な損傷や降雨や地震等の災害が起因する

損傷によって健全性が損なわれる恐れがあることから、パトロールや点検等によりその状態

を把握する必要があります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

河川の特性に応じて、適切な時期に必要な点検を実施するとともに、予防保全型の維持管理

による長寿命化と維持管理コストの縮減を図り、治水安全性を確保します。 

 

２－１５ 水路 

２－１５－２９ 水路 

（１）現状や課題に関する基本認識 

用排水路は、食料生産を支える重要なインフラ施設であり、地域の防災・減災といった公益

的な役割も果たしていることから、これらの機能を安定的に維持する必要があります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

日常点検や災害時のパトロールにより、安全施設を含めた老朽箇所や異常箇所の発見に努

め、予防保全型の維持管理による長寿命化と維持管理コストの縮減を図りながら、常にその機

能が発揮できる状態を維持します。 

 

２－１６ ため池 

２－１６－３０ ため池 

（１）現状や課題に関する基本認識 

ため池は、農業水利としての役割だけでなく、洪水防止や防火用水としての地域防災機能や

生物の生育場所としての生態系保全機能など多面的な機能を持っており、貯水や取水機能を

維持しながら決壊等の災害を未然に防止する必要があります。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

ため池の貯水・取水機能を維持するとともに、老朽箇所や異常箇所の発見に努め、予防保全

型の維持管理による長寿命化と維持管理コストの縮減を図りながら、常にその機能が発揮で

きる状態を維持します。 

また、すでにため池としての機能を有していない施設については、地域住民の意向や将来的

な活用方法などを勘案しながら、売却等について検討を行います。 
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企業会計施設 

 

 

 

 

 

 

 

以下、企業会計施設３分類ごとの「現状や課題に関する基本認識」、「管理に関する基本的な考え

方」について記載しています。 

 

３－１７ 上水道施設 

３－１７－３１ 上水道施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

安全・安心な水道水を将来にわたり安定して供給するため、現状の課題を明らかにし、今後

の水道事業が目指すべき姿や具体的な施策を示すものとして「登米市地域水道ビジョン」を平

成 26年度に改訂し、平成 29 年度には「登米市水道事業施設更新計画」並びに「登米市水道事

業経営戦略」を策定しました。また、施設更新計画に基づき、将来の水需要を踏まえた施設の

再構築（ダウンサイジング）を行うため、施設統廃合計画の策定に着手しております。 

今後は、災害時のリスク分散なども考慮し計画的な施設の更新を進めながら経営基盤の強

化を図っていく必要があります。 
 

※アセットマネジメントとは：資産（アセット）を管理・運用（マネジメント）するという意味。公共施設においては、

施設・設備を資産と捉え、その損傷・劣化等を将来にわたり予測することにより、効果的

かつ効率的な維持管理を行う手法。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

水道施設のアセットマネジメントは、マッピングシステムや施設台帳の情報を活用し、今

後の施設更新需要を求め、更新費用の平準化や更新財源の確保、更新の優先順位等を検討す

るものです。 

マッピングシステムに施設更新や修繕の状況等の情報を記録し、計画的な施設の更新及び

維持管理を行っていきます。 

 

３－１８ 下水道施設 

３－１８－３２ 下水道施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本市の下水道は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併浄化槽整備事業の３事業に

より整備を実施しています。このうち、公共下水道事業については現在も整備中で令和５年

度での完成を見込んでおり、農業集落排水事業については 26 処理区全て完成し、供用を開始

しています。その他の地区については、合併浄化槽整備事業により生活排水の処理を行って

います。 

【目標設定等】 

市民生活に不可欠なサービスを提供する事業活動を行っている公営企業会計は、経営判断に必要

な資産状況の把握を正確に行う必要があります。経営的な視点から計画的に点検・診断によりメン

テナンスサイクルを構築し、計画的な整備を行い施設等の長寿命化を図ります。 

また、トータルコストの抑制に向けてストックマネジメント等を取り入れた管理手法の導入など

について個別計画策定の中で検討を行い、施設等の最適な管理を行います。 
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下水道施設は、膨大な延長の管渠施設、終末処理場等の維持管理、修繕を行っていますが、

今後、人口減少や施設の老朽化、厳しい財政状況が見込まれることから、より効率的な施設整

備と管理運営を図る必要があります。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

下水道整備は、市民生活に欠かせない重要なインフラ整備の一つであることから、今後も早

期の完成を目指し計画的に整備を進めます。一方、より効率的で持続可能な汚水処理施設の管

理運営を実現していく必要があることから、適正な施設の維持管理を継続するとともに、スト

ックマネジメントの手法を導入し、施設の健全度や重要度を考慮した効果的な維持修繕・改築

を行い、安定的な機能確保とトータルコストの縮減に努めます。 

また、経営基盤の強化と財政管理の向上を図るため、経営戦略を策定し、施設統廃合計画を

検討します。 

 

３－１９ 病院施設 

３－１９－３３ 病院施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

地域の自治体病院として、安定した医療を提供するとともに、将来の医療需要の変化や多様

化に対応するため、総合診療医の育成拠点として登米市民病院に東北医科薬科大学サテライ

トセンターの整備が進められ、また、東北大学との連携強化に向けた取組が求められていま

す。 

さらには、登米市民病院における二次救急体制の強化と平日夜間・休日の受入体制の充実、

２次医療圏（石巻・登米・気仙沼）内と他の医療圏との連携と役割・機能分担、夜間救急体制

の充実、透析医療や周産期医療及び災害時に対応する機能強化、地域医療構想を踏まえた役割

の明確化など多岐にわたる取組が求められています。 

また、施設・設備に関しては、耐震補強工事や設備機器等の更新を計画的に実施しています

が、地域医療構想を踏まえた施設整備と老朽化対策が課題となっています。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 

施設については、法令等に基づく定期点検及び委託による設備等の保守点検に基づき、点

検・診断・更新等のメンテナンスサイクルの取組を通じて、逐次、劣化・損傷の状況を把握す

るとともに、施設全体について実施時期やコスト縮減の可能性、長寿命化の効果などの必要な

項目を明らかにしながら一元的に管理が可能となるように各部署間での情報共有を図ります。 

また、登米市立病院改革プラン（第３次改革プラン）に基づき、病院機能の充実を図り、経

営改善に関する計画と連動させながら、予防保全型維持管理の考え方を前提とした施設管理

計画を策定します。 

 

 将来にわたり住み続けたい 
住んでみたいまちの未来を創る 

公共施設の再生・創生を目指して‼ 

第５章 施設類型ごとの管理に関する基本方針 


